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特殊形態で営業する施設の取扱いの見直しについて

○背景

県内でも多くの観光客を招き地域活性化につなげるため、食による町おこしが盛ん

に行われている。

露天商やマルシェの出店など、明らかに営業に該当するものにあっては、特殊形

態で営業する施設の取扱い要領に基づき、衛生上支障の無い範囲において施設・設

備の緩和基準を定め、取扱品目を制限した上で運用しているところである。

しかし、県の取扱要領は、長年に渡り整理ができておらず、近年の事業形態、設備

の進歩、また、社会情勢等に一部そぐわない状況が見られることから、徳島県規制改

革会議からも指摘を受けているところである。

○規制改革会議

第２次提言 （平成 29年 9月 8日提言）
イベント開催時の飲食提供について、衛生対応の一定の担保を条件として、

・提供品目の拡大を行うこと、

・特定の場所において反復継続して出店する者について長期間の許可を可能と

すること

○対応

食中毒等の危害防止・食の安全安心を前提としつつ、食による地域振興の観点か

ら、この度、調理工程の危害を考慮した上で特殊営業の取扱いについて検討を行っ

ていく。

①イベント等短期営業のみ提供可能であった品目について、調理工程の確認等に

より、衛生担保がとれる場合は５年の許可（露店・自動車での提供）を可能とす

る。

②設備基準によって提供可能な品目について基準に応じた柔軟なものとする。


















